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八王子市立上柚木中学校 令和７年度学校経営報告 

校長  三田村  裕  

 

Ⅰ  総論  

 今年度も昨年度に引き続き、次の学校教育目標及び校訓の下、目指す学校像と中期的な目標

とをそれぞれ掲げ、教育を行った。  

学校教育目標  

個人の尊厳を重んじ、平和で民主的な国家及び国際社会の形成者として必要な資質を備え

た心身ともに健康な人間を育成するため、次の目標を掲げる。  

自律  目標に向け責任感をもって自己の行為を評価し、倫理的に自己調整を図る。  

共生  他者の人格と個性を尊重し、多様な人の考え方を理解し、合意形成を図る。  

創造  主体的な学びと他者との協働により、既存の知識・技能・概念等から新しい知識・

技能・概念等を生み出す。  

 

校訓  「  自己決定・自己実現  」  

 

１  目指す学校……「甲斐」のある学校  

 (1) 生徒にとって……学び甲斐のある学校  

 (2) 保護者にとって…通わせ甲斐のある学校  

 (3) 教職員にとって…働き甲斐のある学校  

 

２  中期的な目標  

(1) 生徒が自分のよさや可能性を認識するとともに、あらゆる他者を価値のある存在とし

て尊重し、多様な人々と協働しながら様々な社会的変化を乗り越え、豊かな人生を切り

拓き、持続可能な社会の創り手となることができるようにする。  

(2) 教師の資質・能力の向上により質の高い教職員集団を実現するとともに、教師が学校

教育を取り巻く環境の変化を前向きに受け止め、教職生涯を通じて学び続け、生徒一人

一人の学びを最大限に引き出す。  

(3) 教師が多様なスタッフ等とチームとなり、校長のリーダーシップの下、家庭や地域と

連携しつつ学校を運営する。  

 令和２年度に全教職員による熟議を経て決定した現在の学校教育目標及び校訓は４年目、「目

指す学校像」である「『甲斐』のある学校」は５年目となった。  

学校評価アンケートにはこれらについて直接問う項目はないが、これらの全体目標や理念を

具体化した後期アンケートの各項目への回答を見ると、全項目の肯定的評価の平均は、生徒が

９１％・保護者が９０％と、昨年度同時期の数値と比べ生徒が５ポイント、保護者が４ポイン

トも数値が向上していること、さらには、「丁寧に見ていただいて、感謝しています」、「生徒み

んなに目が届いた素敵な学校だと思います」など、本校の教育の方針や実践を評価する意見が

学校評価アンケートで寄せられたことから、学校教育目標及び目指す学校像は着実に実現しつ
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つあると捉えている。  

なお、中期的な目標を設定して５年になる。取組の成果が現れており、次の中期的な目標を

設定する必要がある。  

 

Ⅱ  各目標等  

１  令和７年度の取組目標と方策  

(1) 上柚木中学校グループとして愛宕小学校及び上柚木小学校と取り組む小中一貫教育の充       

 実  

 小中一貫教育の充実については、次の２点を掲げた。  

①  昨年度成果を上げた次の各取組をより一層充実・発展させる。  

ア  小中一貫教育の日における学力保障と生活指導の課題についての熟議、小中間の共通

理解及び課題解決  

イ  本校生徒の有志による小学生への学習支援及びはちおうじっ子サミットにおける生     

徒会本部役員による上柚木中学校グループの全児童・生徒の意見表明を通じ、生徒に自

己有用感を味わわせ地域貢献の意識を育むこと  

②  小学生及びその保護者に本校の魅力や情報を積極的に発信する。  

 小中一貫教育の充実を重点として掲げた３年目は、小中一貫教育の日において熟議がより一

層深まり、小中学校で共通の生活指導スタンダードに基づく指導が実現した。また、生徒会本

部役員生徒と児童会委員の児童との会議、部活動体験の拡充等、小学校の児童と中学校の生徒

とが交流又は協働する機会を増やすことができるなど、目標以上の成果を上げることができた。

後期学校評価においては、生徒の９０．４％（前年度同期比＋５．２ポイント）が、また保護

者の８９．９％（同＋２．０ポイント）が、小中一貫教育に関する問いに対し肯定的評価をし

ている。今後は、小中一貫の視点でキャリア教育を構築するなど、更なる充実を図ることが課

題である。  

 

(2) 生徒への個別支援の充実  

 生徒への個別支援の充実については、次の４点を掲げた。  

①  生徒一人一人に寄り添い一人一人の課題に対応する。そのために、個別支援校内委員会

を週に１回開催し、現状や課題の共有及び適切な対応方針の決定を行う。  

②  教職員と生徒が個別に向き合う。そのための時間として水曜日の午後にユニバタイムを

設定し、生徒の抱えるあらゆる問題について、生徒の相談に応じ個別指導をする。  

③  よりきめ細かな個別支援の必要な生徒に対して、生徒の思いと支援をつなぎ、学校生活

を充実させる工夫を行う。そのために、ＷＥＢＱＵを活用するとともに個別の学校生活支

援シート・個別の指導計画等を作成しそれに沿った指導を展開する。  

④  不登校及びその傾向のある生徒へのより適切な支援を行う。そのための場として「なな

いろ」を拠点とし、不登校対応巡回教員及び登校支援員を中心に個別支援を行う。  

①～③については、「丁寧に見ていただいて、感謝しています。」「テスト前の学習教室があり

がたいです。」「本当に生徒みんなに目が届いた素敵な学校だと思います。」「親としても安心し

て送り出すことができる学校の環境に感謝しております。」「上柚木中学校は、この先生に指導
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していただきたい！と親子共に思える先生が多いです。子供が苦しく辛い時期に、どれだけ励

まされたか言葉では表せないほどです。笑いあり涙あり感動あり……。子供達が輝ける舞台を

整えるために費やされている手間と時間を思うと本当に頭が下がります。先生方の情熱は我が

子に伝わっています。」といった意見が学校評価アンケートで多く寄せられたことから分かる

ように、全教職員の努力によりこれまで同様最も充実させ前進させることのできた取組であっ

た。世間の関心も依然として高く、今年度も他県の教育委員会からの視察があった。  

 

(3) GIGA スクール構想の実現及び定着  

①  子供たちがＩＣＴを適切・安全に使いこなすことができるようにする。そのために、Ｉ

ＣＴ機器の正しい使い方や情報モラルについてあらゆる場面で指導し、ネットリテラシー

などの情報活用能力を育成する。  

②  個別最適な学びを実現する。そのために、全教員がＩＣＴ機器やミライシード・ｅライ

ブラリアドバンス等の学習支援ソフトを自在に駆使し授業を効率化・濃密化するとともに、

先進事例や教員個々の実践から学ぶ取組を活性化する。  

③  授業準備や成績処理等をはじめ、教材や文書の共有、起案・決裁行為、保護者との連絡

や情報の共有等についての負担軽減を図る。そのために、統合型校務支援システムをはじ

めとしたＩＣＴを最大限活用する。  

 後期アンケートの項目「学校は、授業において、説明や板書、発問、 ICT 機器の活用などの

工夫に取り組んでいる」の肯定的評価の割合は、生徒９６．３％、保護者８９．９％と、昨年

度と比較して、生徒が４．３ポイント、保護者が０．２ポイント上昇し、今年度も高い評価を

得られた。ミライシードやｅライブラリアドバンスなどの学習用アプリや ICT 機器の活用頻度

がさらに高まっていることが数値に現れたと思われる。また、電子起案・決裁の定着や採点を

補助するアプリの活用が定着するなど、校務を補助するための活用もさらに増えている。  

 ICT はあらゆるものが日々アップデートされている。その流れに応じより一層活用すること

が課題となる。  

 

(4) 学習指導  

  学習指導については、次の６点を掲げた。  

①  生徒が自己の取組の成果と課題を明らかにし自ら学習を調整するなど意欲をもって主体

的に学習することができるようにする。そのために、次のことを本校の共通の授業スタイ

ルとし、全教員が徹底して行う。  

 ア  「できるようになること」や「身に付けるべきこと」（＝めあて）、 学び方や道筋（＝

流れ）を授業ごとに板書で明確に示すとともに、授業の終わり５分間に、めあての定着

度や到達度と学習課題を生徒一人一人に意識させることにより、家庭学習を含めた学習

課題を明確にさせる。  

 イ  生徒が、習得した知識や技能を活用し、思考したり判断したり表現したりする場面を

１単元について１回以上設定する。  

 ウ  各教科の特性を踏まえながらも、生徒一人一人の学力に応じた指導を充実させるため、

基礎的・基本的な知識・技能の面で課題のある生徒には継続的に反復学習に取り組ませ、
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また、それらが十分な生徒には発展的な学習に取り組ませるなど、単元内又は授業内に

おける自由進度学習を展開する。また、宿題についても、画一的に課することはやめ、

可能な限り同様の配慮の下行う。  

②  生徒一人一人の学習課題を解決するため、きめ細かな評価活動を行い生徒一人一人の課

題の把握に努め、ユニバタイムや面談において適切にフィードバックするとともに、ユニ

バタイム等を活用して個に応じた補習を実施する。  

③  今年度は東京都教育委員会授業改善推進拠点校の取組として、上記①及び②について全

員参加の下組織的に行い、その成果を都内はもとより全国に広める。  

 教師の指導力の向上を目ざし、令和６年度からの２か年間、東京都教育委員会の「授業改善

推進拠点校」の指定を受け、全ての教員が同一の授業デザインをもって日々の授業の改善に努

めるとともに、全ての教科で研究授業及びその授業を基にした協議を行い、大学教授等から指

導を受けた。また、生徒の自主学習について研究しユニバタイムの活用や自習室の設置に取り

組んだ。こうした努力を積み重ねたことにより、国や都の意識調査の「難しいと感じる問題で

も、最後まであきらめずに取り組んでいる。」と粘り強さを問う質問に対し、肯定的な回答をし

た生徒が、昨年度は全体で６０．９％だったのに対し、今年度は７８．８％、２・３年生だけ

で見ると、昨年度６０．９％だったものが今年度８１．１％に、また、「学習をしても、できる

ようにならないときは、学習の方法を工夫している」と学習の調整を問う質問に対し、肯定的

な回答をした生徒が、昨年度は全体で６３．６％だったのに対し、今年度は７７．９％、２・

３年生だけで見ると、昨年度６３．６％だったものが今年度８０．９％になるなど、多くの項

目で飛躍的に数値が上昇した。  

また、後期アンケートの学習指導に関わる項目「学校は、授業において、説明や板書、話合

い活動、ICT 機器の活用などの工夫に取り組んでいる」の肯定的評価の割合は、生徒９６．３％、

保護者８９．９％と、昨年度と比較して、生徒が４．３ポイント、保護者が０．２ポイント上

昇し、保護者のみを対象とした「学習活動に対する評価は適切である。」の肯定的評価の割合は、

昨年度より８．７ポイント上がって７８．５％となった。  

以上のとおり、総じて大きく成果を上げることができたと認識しているが、学習指導はゴー

ルのない永遠の課題である。次年度以降も引き続き努力する。  

 

(5) 生活指導  

生活指導については、次の６点を掲げた。  

①  基本的生活習慣を身に付け率先して挨拶ができるなど礼儀正しく社会で通用するコミュ

ニケーションがとれる人間になるように指導する。そのために、時間や物の管理と相手意

識・目的意識をもった文による会話ができるように日々促す。  

②  体幹を鍛え体力向上を図るとともに、精神面での鍛錬を行う。そのために、正しい姿勢

を保持させる指導を全教育活動を通じ徹底して行う。  

③  生徒に主体性と自尊感情や自己有用感を育む。そのために、一人一人の個性を踏まえ、

あらゆる場面を通して、「認め、褒め、高める」とともに、行事や生徒会活動を通じ、生徒

にリーダーシップ又はフォロワーシップのいずれか又は両方を発揮させ、生徒あるいは生

徒集団が自ら考え自己調整の下自ら決定するよう導く。  
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④  自他を尊重する態度を育むとともに、思いやりの心を育てる。その際、いじめは、「しな

い、させない、許さない」ことを徹底するのはもちろん、面談の意図的・計画的な実施、

「心のアンケート」「いじめアンケート」等生徒の内面把握のための取組の毎月実施、休み

時間における巡回の組織的な実施、ユニバタイムの設定を行うとともに、いじめ対策委員

会を週に１回開催し、現状や課題の共有及び適切な対応方針の決定を行う。  

⑤  家庭との連絡・報告は、双方向性の確保に努めるとともに、課題のある生徒については

平時から連携を取る。  

いずれも不断の改善に努めるとともに、精力的に取り組んだ。特にいじめの問題に関しては、

「心のアンケート」を月１回以上実施し実態の把握に努めるとともに、生徒情報の記録方法を

改善し全教員での情報共有体制を強固にするなどして未然防止に努めた。こうした取組の結果、

アンケートで「学校は、子どもたちがよりよい学校生活を送れるように、生活目標を設定した

り、きまりを守ったりする指導を行っている。」について、生徒の９８．５％（前年度同期比８．

４ポイント増）、保護者の９２．４％（同６．２ポイント増）が、また、「学校は、いじめの未

然防止、早期発見、早期対応等、いじめを許さない学校づくりに組織的に取り組んでいる。」に

ついては生徒の８９．０％（同＋６．３ポイント）、保護者の８２．３％（同＋３．０ポイント）

が肯定的な評価をした。いずれも年々数値が上昇しかなり高いものとなった。以上のとおり総

じて良好に取り組めたと認識しているが、学習指導同様ゴールのない永遠の課題でもある。次

年度以降も引き続き努力する。  

 

 (6) キャリア教育  

キャリア教育については、次の４点を掲げた。  

①  「生き方」の指導の充実を図る。そのために、進路指導計画に基づき、人としてどう生

きるかを考えさせる指導を行う。  

②  夢や希望を抱いて自らの進路を選択できるよう導く。そのために、ユニバタイムや面談

を活用した個別指導の充実を図る。  

③  生徒の自己理解を深めさせるとともに、望ましい学習観、勤労観、職業観を養う。また、

自己が社会から必要とされることを実感させるとともに、社会人に必要な接遇スキルを学

ばせる。そのために、諸情報の提供、体験的な学習の実施に努め、地域・小学校のボラン

ティア活動への参加を促す。  

進路指導全般について計画どおり実施できた。アンケートの設問「学校が、『はちおうじっ子  

キャリア・パスポート』等を用いて、子どもの生き方や将来についてのキャリア教育を行って

いることを知っている。」に対し、肯定的な回答をした人の割合は、昨年度が生徒８３．３％、

保護者９３．１％であったのに対し、今年度は生徒８９．７％、保護者９２．４％と、保護者

の数値はわずかに落ちたものの、生徒の数値は大幅に伸びた。  

 

 (7) 特別活動  

  特別活動については、次の３点を掲げた。  

①  生徒が他者と協働する集団活動の意義や必要なことについて理解し、行動の仕方を身に

付けるようにする。そのために、活動のねらいを明確にした上で班活動・議長団など生徒
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が主体的に活動する場と役割を設け、各学年・学級の指導計画に沿って指導する。  

②  生徒が集団や自己の生活、人間関係の課題を解決するために合意形成を図ったり、意思

決定したりすることができるようにする。学校行事、学年行事、生徒会活動、部活動など、

生徒一人一人のもつ能力や個性を発揮させる場を意図的・計画的に設定し、生き生きとし

た活動ができるよう活動内容を充実させる。  

③  集団や社会における生活及び人間関係をよりよく形成し、人間としての生き方について

の考えを深め、自己実現を図ろうとする態度を生徒に養う。そのために、生徒が主役とな

る活動を活性化し、価値あることを追求させていく。  

 ほぼ支障なく当初計画どおりに実施・実現できた。  

 特に、生徒会の活動をはじめ、学校行事や各学年の行事等において生徒の主体性を育てる取

組を意識的に行うようになり、大きな成果として現れている。なお、「子どもの学級では、授業

や学校行事に意欲的に取り組むよう、指導が行われている」とのアンケートの設問に対して肯

定的評価をした保護者は、８８．６％とかなり高かったが、昨年度より２．８ポイント減少し

た。「ややあてはまらない」「あてはまらない」を合わせた否定的評価をした人の割合は１．３％

にとどまっていることから、肯定的評価の割合が減少した原因は「わからない」と答えた人が

１０．１％に増加したためと思われる。特別活動についての取組について、来年度は今年度以

上に周知及び広報することが課題と捉えている。  

 

 (8) 道徳  

  道徳については、次の３点を掲げた。  

①  生徒によりよく生きるための基盤となる道徳性を養う。そのために、道徳的な判断力、

心情、実践意欲と態度を育てることに留意した道徳の年間計画を作成し、それに基づき、

全教育活動を通して道徳教育を行う。  

②  道徳の授業は、人間としてのより良い生き方を考えさせる。そのために、内容項目を明

確にし「主体的・対話的深い学び」を重視するとともに、優れた教材や資料を有効に活用

するなどし、道徳的諸価値についての理解を基に、自己を見つめ、物事を多面的・多角的

に考え、自己の生き方についての考えを深める学習を展開する。  

 特別の教科道徳を中心に据え、全教育活動を通じ道徳教育を行うことができた。また、「『主

体的・対話的で深い学び』を通して自ら学」ぶスタイルに授業を転換している。なお、「学校は、

『特別の教科  道徳』を含む教育活動全体を通して、子どもたちが自分の大切さ、他の人の大切

さを認め、行動できるような教育を進めている」とのアンケートの設問における肯定的評価の

割合は、昨年度の生徒８９．５％、保護者８８．８％が、今年度は、生徒９３．４％、保護者

８７．３％になった。保護者評価は若干数値を下げたものの、否定的な評価は０人で、ほかは

全て「わからない」との回答だったため、道徳教育についての周知や広報が課題と捉えている。  

 

 (9) 部活動  

  部活動については、次の４点を掲げた。  

①  部活動は学校教育の一環として人間教育を行う場であるとの認識の下、安心・安全を第

一とし、生徒の健康と体力の増進又は文化的素養の涵養、健全育成を目的として行う。  
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②  部活動は、社会性の育成や規範意識の醸成をも目的としていることから、活動の時間や

ルールを厳守する。  

③  生徒のバランスの取れた育成と学校における働き方改革推進の両面から、平日のうちの

１日及び休日のうちの１日を休養日とする。  

④  上記取組を行いながら、八王子市の推進する部活動改革に向けた体制整備を進める。  

 上記①～③に掲げた点については目標どおり実施できた。  

④については、八王子市南部で京王相模原線沿線あるいは比較的その近隣の中学校９校（由

木中、松が谷中、中山中、南大沢中、宮上中、別所中、上柚木中、松木中、鑓水中）の校長が

昨年度検討し、学校を超えて部活動を相互に補完し合う体制をつくることができた。これによ

り今年度は、入部を希望する部活動が自分の学区の中学校に開設されていない場合でも、同じ

活動を行う部活動が開設されている中学校がほかにあり、しかも人数的に他の学校の生徒を受

け入れることが可能である場合には、その中学校で活動できるようになるなど、部活動改革へ

の一歩を着実に踏み出した。  

 

２  教育公務員として  

 これについては、次の５点を掲げた。  

(1) 公立学校は市民から負託された学校であり、そこに勤める私たち教職員は全体の奉仕者  

であること及び生徒に範を示す立場であることを踏まえ、法令や学習指導要領を遵守する  

ことはもとより、全教職員が教育者としての高い熱意と使命感とをもって教育に当たる。  

(2) ヒューマン・エラーは起こるものとの前提に立ち、ミスや事故のない職務遂行を目指し、

担当者や起案者は自己の行為や作成した文書に誤りや情報漏洩等の要因がないか複数回確

認するとともに、漏れなく起案・決裁を進めることで、関与者・決裁者による二重・三重

の確認を行う。  

(3) 義務教育段階の公立学校であることを踏まえ、教材費・校外学習費に関しては、最少費

用で最大の効果が得られるよう配慮し、保護者負担を軽減するとともに、購入に当たって

は注文行為により保護者の同意を得る。特に、ミライシードやｅライブラリアドバンス等

の学習支援ソフトを活用すれば済む物、あるいは生徒の自学自習用の物については、特段

の目的や用途がない限り使用しない。  

(4) 毎週水曜日の全校一斉のノー残業デーと月に１回の教職員が個々に設定するマイ・ノー

残業デーの設定、月あたりの超過勤務時間の前年度比５時間減、年次有給休暇の年間１５

日以上の取得、起案・決裁行為の電子化、業務のペーパーレス化、会議日の固定化の６点

を確実に実行できるよう学校における働き方改革を断行し、それにより心身のゆとりを生

じさせ、次のことを行う。  

①  教材研究や生徒と向き合う時間の確保  

②  指導力を向上させるための研修及び自己の指導方法の改善  

(5) 部活動は教育活動の一環であることを踏まえ、全ての教員が指導に関わること、担当す

る部活動については顧問を務める教員又は部活動指導員が指導することを原則とする。  

 上記５点については、教職員がこれらをより強く認識した。(1)、 (2) 及び(3)は永続的な課

題であるので、次年度も引き続き取り組む。  
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 (4)について。学校における働き方改革を進めているものの、教員数が少ない影響により教員

１人当たりの業務量が増えているため、全校一斉のノー残業デーと教職員が個々に設定するマ

イ・ノー残業デーを月に 1 回設定しているがなかなか徹底できず数値目標を達成することはで

きなかった。次年度に向けた大きな課題である。しかし、月あたりの超過勤務時間の平均及び

年次有給休暇の取得状況は、前年度に比べると改善した。  

 (5)については、掲げたとおり、全教職員が指導に当たった。  

 

３  家庭・地域との連携  

 これについては、次の４点を掲げた。  

(1) 学校運営協議会との連携を強化する。そのために、同協議会へ情報を適切に提供する

とともに、学校が協議会に求めたい支援や意見等を明確にする。  

(2) 教育活動の意図や取組が家庭や地域に十分伝わるよう事前に周知・説明することをね

らいとする。そのために、学校だより及び学年だよりは、月１回以上定期的に発行し、取

組の「ねらい」「行うことの概要」「家庭への協力依頼事項」を必ず掲載し、学校ホームペ

ージは、「活動（取組）の様子」及び「成果と課題（又は生徒の変容）」を必ず掲載する。

そのほかの配布文書についても同様とし、特に保護者に参加を求める行事については、実

施の１か月前までには周知する。  

(3) 家庭及び地域社会との協働を推進する。そのために、全教職員が、ＰＴＡ活動又は青

少年対策委員会をはじめとする地域の取組に年間１回以上必ず関わる。また、生徒もでき

るだけ参加させる。  

(4) 学校経営に家庭や地域の思いや考えを最大限反映する。そのために、学校関係者評価

をより一層充実させ、家庭や地域からの意見や要望を謙虚かつ真摯に受け止めるととも

に、評価結果の分析を多面的・多角的に行い、改善策等について、学校運営協議会及び保

護者に示す。  

 (1)、(3)及び(4)については、目標どおり行うことができた。  

 (2)について、学校だよりは目標に掲げたとおり「教育活動を事前に周知・説明することをね

らいとして月１回以上定期的に発行し、『ねらい』『行うことの概要』『家庭への協力依頼事項』

を必ず掲載する」ことができ、学校ホームページによる情報発信も前年度以上に行い、目標の

「学校の概要及び教育活動の取組状況や結果を伝えることをねらいとし、『活動（取組）の様子』

及び『成果と課題（又は生徒の変容）』を必ず掲載する。」は概ね達成できたが、学年だよりは

発行頻度や内容の面で目標を達成できなかった学年があった。次年度改善する。しかし、「学校

は、保護者に対して、学校だよりやホームページ等で適切に情報を提供している」とのアンケ

ートの設問における肯定的評価の割合は、昨年度から１２．１ポイントと上がって９７．５％

と大きく数値を伸ばした。  


